
第１章 理念・目的 

 

（１）現状説明 

 

点検・評価項目①：大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、

学部・研究科の目的を適切に設定しているか。 

 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研

究科又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の設

定とその内容 

評価の視点２：大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性 

 

 廣田精一、扇本眞吉は、社会の第一線で活躍できる技術者を育成し、工業の発展を目指

すことを目的として、1907（明治40）年、本学の前身である電機学校を東京神田に創立し

た。創立時より、「生徒第一主義」「教育最優先主義」「実学尊重」の３つの主義を掲げ、

特に「実学尊重」は本学における建学の精神として、現在まで一貫して実学を重視した教

育を実践している。また、「技術は人なり」を教育・研究理念として掲げ、前述の「実学

尊重」と併せて、本学の学部・研究科の教育課程において、実験及び実習を重視して、技

術者に必要な教養科目を配当し、現在まで教育研究を実践している。 

 本学の目的及び使命については、「東京電機大学学則」（以下、「学則」という。）第１条

に「本大学は、建学の精神「実学尊重」並びに教育・研究理念「技術は人なり」に基づ

き、学校教育法による最高の教育機関として、民主的社会人としての教養を涵養するとと

もに、深く専門の学芸を教授・研究し、その知的道徳的能力を展開させ、もって技術で社

会に貢献する人材を育成することを目的とする。」と定めている。また、「東京電機大学大

学院学則」（以下、「大学院学則」という。）第１条には、大学院の目的として「本大学院

は、本大学の使命に従い、専攻分野に関する専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、

その深奥を究めて、文化の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。」と定めてい

る。 

 さらに、各学部・研究科、各学科・専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上

の目的は各学部・研究科の学部規則・研究科規則に定めている。各学部・研究科、各学

科・専攻の人材の養成に関する目的については、大学として掲げる目的及び使命を踏まえ

るとともに、それぞれの学問分野の専門性に基づいた内容となっており、両者に連関性を

もたせるように定めている。 

 例えば、工学部及び工学研究科では、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的を次のように定めている。 

 

  



・工学部 

工学部は、「本学の建学の精神「実学尊重」、教育・研究理念「技術は人なり」に基づ

き、現代社会の基幹を成す科学技術分野において、過去から現代に至る「知」を継承

し、さらに次世代に必要とされる新たな「知」と「技術」を創成する。 

すなわち、現代社会の基幹を構成し将来に亘って必要とされる科学技術分野におい

て、様々な状況に順応し、安全で快適な社会の発展に貢献できる優秀な技術者を養成す

ることを目的とする。」 

・工学研究科 

工学研究科は、「学部教育で養った科学技術分野に関する知識を基礎とし、さらに幅

広く深い学識の涵養を図り、科学技術分野における研究能力及び高度の専門性を要する

職業等に必要な卓越した能力を培うことを目的とする。 

すなわち、確かな基礎力と独創性、創造性のある研究能力と高い倫理観を持ち、現代

社会での問題に実践的に即応できる研究者及び高度科学技術者を養成する。」 

 

点検・評価項目②：大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる     

規則等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公  

表しているか。 

 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研

究科又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の適

切な明示  

評価の視点２：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の理

念・目的、学部・研究科の目的等の周知及び公表  

 

 大学の目的及び使命は学則第１条、大学院については大学院学則第１条において、それ

ぞれ定めている。さらに、これらの理念・目的を踏まえ、各学部・研究科、各学科・専攻

ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を各学部・研究科の学部規則・

研究科規則において定めている。 

 本学の目的及び使命、各学部・研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の

目的は、本学ウェブサイトで広く周知するとともに、対象者にあわせた刊行物等により周

知を図っている。教職員に対しては、大学を含む法人全体（以下、「学園」という。）の概

況を記載している「アニュアルレポート」「事業報告書」、ポケットサイズの刊行物「ＴＤ

Ｕ便利帳」を毎年配付して学園構成員の意識統一を図る取り組みの一つとしている。学生

に対しては、入学時に配付する学生生活全般の手引きである学生要覧に掲載している。ま

た、全学部共通に１年次科目として「東京電機大学で学ぶ」を開講している。この科目は、

ものづくりの醍醐味や理工系の学びの楽しさを知ることに加え、「実学尊重」を体現して

きた本学の歴史を学び、教育・研究理念「技術は人なり」の意味を知り、本学への愛校心

を育むことを目的として講義を行っている。さらに、社会に対しては、本学ウェブサイト

や「大学案内」において公表しているほか、「アニュアルレポート」「事業報告書」で周知

する等、本学の理念・目的を認識してもらうよう様々な方策を行っている。 



 

点検・評価項目③：大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していく

ため、大学として将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を

設定しているか。  

 

評価の視点１：将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定 

 

 本学園は「技術で社会に貢献する人材の育成」を使命とし、建学の精神「実学尊重」、

教育・研究理念「技術は人なり」のもと、社会環境の変化に対応し輝き続ける東京電機大

学の実現を目指すべく、2014（平成26）年度から10年間を目途とする「学校法人東京電機

大学中長期計画～TDU Vision 2023」（以下、「中長期計画」という。）を策定している。達

成目標として、「教育・研究・社会貢献における本学独自の特色ある取り組みの推進」「学

部・大学院（修士課程）の連携教育の実施に向けた大学院の拡充整備」「縦型統合による

大学院（修士課程）の教育システム（組織）への移行」を掲げている。 

 この「中長期計画」に基づき、大学及び大学院の改編、東京千住キャンパス５号館の竣

工、実学に長けた学生像を具現化するための新たな「教育」「研究」「社会貢献」の拠点と

なる施設・設備を運営・統括管理することを目的とした「ものづくりセンター」の設置等、

大学の理念・目的、学部・研究科における目的等と連関した大型事業を推進してきた。ま

た、社会情勢等の学園を巡る状況の変化を受けて、「中長期計画」の折返し点である５年

目の2019（令和元）年以降に向けて「中長期計画」全般についての改訂を行った。 

 建学の精神、教育・研究理念を堅持し、社会環境の変化に適応し輝き続ける東京電機大

学であることを目指すべく、将来構想企画委員会の下に各部会を設置し、2024（令和６）

年度から2028（令和10）年度までの５年間を目途とする新たな中期計画の検討を進めてい

る。 

 

（２）長所・特色 

 特になし。 

 

（３）問題点 

 特になし。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学の理念・目的を学則及び大学院学則に設定し、この理念・目的を踏まえ、各学部・

研究科の目的を設定することにより、大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性を

保っている。大学の理念・目的は、教職員・学生・社会等に合わせて、本学ウェブサイ

ト・刊行物・授業等の様々な方式で公表を行っている。また、本学の理念・目的を達成す

るため、「中長期計画」を策定し、その実現に向けて取り組んでいる。 

 


